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■ 

免
除
期
間
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ

る
方

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
廷
免
除
）
、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と
比
べ
、

老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
年
金
）
の
受
取
額
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

　
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を

増
額
す
る
た
め
に
、
免
除
な
ど
の
承

認
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て

納
め
る（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け

ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
3
年
度
目
以
降
の
追
納
の
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
に
つ
い
て
は
次
の
点
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

・  

一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
納

付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て

　
高
齢
者
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
）

に
つ
い
て
は
、
毎
年
8
月
1
日
現
在

の
前
年
の
所
得
を
判
定
し
て
、
医
療

費
の
負
担
割
合
が
決
ま
り
ま
す
。
町

で
は
、
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
兼
ね

た
保
険
証
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

○
一
部
負
担
が
１
割
・
2
割
の
方

【
低
所
得
Ⅱ
】

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
の
方

【
低
所
得
Ⅰ
】

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
所

得
が
一
定
基
準
に
満
た
な
い
方

【
一
般
】

　
一
定
以
上
所
得
者
に
も
住
民
税
非

課
税
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
方

○
一
部
負
担
が
３
割
の
方

　
同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得

が
1
4
5
万
円
以
上
の
70
歳
以
上
75

歳
未
満
の
国
保
被
保
険
者
が
い
る
方

※  

た
だ
し
、
対
象
者
が
2
人
以
上
い

い
な
け
れ
ば
追
納
不
可

・ 

「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が
「
納
税
猶
予
・
学
生
納
付
特
例

期
間
」
よ
り
先
に
経
過
し
た
月
分

で
あ
る
場
合
は
、
ど
ち
ら
を
優
先

し
て
納
め
る
か
本
人
が
選
択
可

■
後
納
制
度
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
期
限

か
ら
2
年
を
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ
り

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
な
が
ら
、
法
律
改
正
に
よ
る
時

限
措
置
と
し
て
、
過
去
5
年
以
内
に

納
め
忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
後
納
制

度
」
が
平
成
27
年
10
月
か
ら
平
成
30

年
9
月
ま
で
の
3
年
間
に
限
り
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
や
年
金
の
受
給

が
で
き
な
か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を

得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0

－

0
0
3

－

0
0
4

る
場
合
の
収
入
の
合
計
が
５
２
０

万
円
以
上
、
1
人
の
場
合
は
３
８

３
万
円
以
上
に
な
ら
な
い
方
は
、

申
請
に
よ
り
1
割
ま
た
は
2
割
負

担
に
な
り
ま
す
。

　
保
険
証
裏
面
に
臓
器
提
供
意
思
表

示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
記
入

は
任
意
で
す
が
、
記
入
さ
れ
た
場
合

は
保
険
証
台
紙
に
付
い
て
い
る
臓
器

提
供
意
思
表
示
保
護
シ
ー
ル
を
貼
り

付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　

　　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
後
発
）
医
薬

品
を
使
う
に
は
、
病
院
や
薬
局
で

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー

ド
」
を
出
す
か
、
医
者
や
薬
剤
師
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
短
期

間
分
だ
け
を
切
り
替
え
て
様
子
を
み

る
「
お
た
め
し
調
剤
」
も
可
能
で

す
。

納付
国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る

免
除
期
間・納
付
猶
予
期
間・後
納
制
度
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
ご
自
身
の
納
付
状
況
に
よ
り

内
容
が
異
な
り
ま
す
。
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
や
お
近
く
の
年
金
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

国保
国
民
健
康
保
険

新
し
い
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す

　
8
月
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ
く
被
保
険
者
証
へ
の
交
換
手
続
き
を
国
保

年
金
係
で
行
っ
て
い
ま
す
。保
険
証
の
有
効
期
限
を
ご
確
認
の
上
、ま
だ
新

し
い
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
2

問

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

使
お
う

毎
年
行
う
所
得
の
判
定
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■
高
額
療
養
費
制
度
と
は

　
ひ
と
月
に
医
療
機
関
に
支
払
っ
た

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
に
、
定
め

ら
れ
た
上
限
額
を
超
え
て
支
払
っ
た

額
を
払
い
戻
す
制
度
で
す
。
上
限
額

は
、
個
人
や
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て

決
ま
っ
て
い
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い
て

　
下
記
表
の
適
用
区
分
「
現
役
並
み

の
Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
該
当
し
、
ひ
と
月
に

一
つ
の
医
療
機
関
で
の
支
払
い
が
高

額
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
方
は
、
町

民
税
務
課
窓
口
に
て
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※ 

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
が
提
示

さ
れ
な
い
場
合
、
医
療
機
関
で
の

支
払
い
額
が
高
額
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
（
た
だ
し
、
そ
の
場
合

で
も
上
限
額
を
超
え
て
支
払
わ
れ

た
額
を
後
日
払
い
戻
す
よ
う
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
。

■
70
歳
以
上
の
方
の
上
限
額

　
下
記
表
の
と
お
り

医療
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

上
限
額
が
変
わ
り
ま
し
た

　
８
月
か
ら
、
70
歳
以
上
（
65
歳
以
上
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

を
含
む
）
の
高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
わ
り
ま
し
た
。
医
療
費
が
高
額

に
な
る
場
合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
2

問

新
た
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※１　 世帯収入の合計額が520万円未満（一人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※２　過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※３　住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。

平成30年７月まで 平成30年８月から

適用区分 外来＋入院
（世帯ごと） 適用区分 外来＋入院

（世帯ごと）外来
（個人ごと）

外来
（個人ごと）

現
役
並
み

課税所得
145万円以上の方 57,600円

80,100円
＋（医療費－267,000

円）×１％
（多数回44,400円※２）

Ⅲ課税所得
690万円以上の方

252,600円
＋（医療費－842,000円）×１％
（多数回140,100円※２）

Ⅱ課税所得
380万円以上の方

167,400円
＋（医療費－558,000円）×１％
（多数回93,000円※２）

Ⅰ課税所得
 145万円以上の方

80,100円
＋（医療費－267,000円）×1％
（多数回44,400円※２）

一
　
般

課税所得
145万円未満の方
※１

14,000円
（年間上限
144,000円）

57,600円
（多数回44,400円※２）

課税所得
145万円未満の方
※1

18,000円
（年間上限
144,000円）

57,600円
（多数回44,400円※２）

住
民
税
非
課
税

Ⅱ 住民税非課税世帯
※３

8,000円

24,600円 Ⅱ 住民税非課税世帯
※３

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入80万
円以下など※３）

15,000円
Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入80万
円以下など※３）

15,000円

広報しばやまが読める
「マチイロ」を利用して

みませんか？

　行政情報アプリ「マチイロ」で
広報しばやまが読めます。下記の
QRコードを読み取ると簡単に登
録ができます。スマートフォンや
パソコンで利用してみてはいかが
ですか？

総務課 企画政策係
☎77‐3921

問


